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 大綱の趣旨 

 

みなかみ町教育大綱（以降「大綱」と呼ぶ）は、「地方教育行政の組織及び

運営に関する法律」に基づき、国の「教育振興基本計画」における基本的な方

針を参酌し、持続可能な地域づくりを目指す、ユネスコエコパークのみなかみ

町の実情に応じて策定した、教育・学術及び文化・スポ－ツの振興に関する総

合的な施策の根本となる方針です。 

 

 

 大綱の位置づけ 

  

大綱は、みなかみ町における教育施策の基本となる方針であり、第２次みな

かみ町総合計画における教育・スポ－ツ・文化分野との整合性を図って策定し

ています。 

また、年度ごとの詳細な施策については、教育委員会において毎年度策定し

ている「みなかみ町教育行政方針」により示していきます。 

 

 

 大綱の期間  

 

この大綱の対象期間は、令和５年度から令和９年度までの５年間とします。 

                  

 

 大綱の基本理念  

  

町民一人ひとりが、夢や誇りを持つとともに、学校教育や生涯学習、文化、

スポ－ツなどを通じ、感性を育み、地域の貴重な歴史的・文化的資源を活かし

て、次代を担う心豊かな人づくりと持続可能な地域づくりを目指し、教育行政

を推進します。 

 

 

 



 大綱の基本目標  

 

１． 「郷土みなかみを愛し、思いやりを持って、たくましく生きる児童・生

徒の育成」を目指し、教育水準の向上に努めます。 

 

２． 生きる喜びに満ち、心の豊かさと学ぶ意欲に溢れた生涯学習社会の実現

を目指し、生涯学習推進体制の充実や学習機会の提供に努めます。 

 

３． 町民の生きがいと健康推進を目指し、みなかみ町スポ－ツ推進計画（第

２次）に基づいた、生涯スポ－ツの振興に努めます。 

 

４． 町民の文化に関する意識の高揚を目指し、文化振興と文化財の保存と活

用に努めます。 

 

 

 大綱の基本施策 

 

みなかみ町とみなかみ町教育委員会は、基本目標を実現するための課題にあ

たる「施策」を設定し、取り組むべき事項を明確にします。 

 

施策１ 学校教育の充実 

  ○適切な教育課程の編成・実施・評価を行い、教職員の資質の向上を図る

とともに、ＩＣＴを効果的に活用し、「主体的・対話的で深い学び」の

視点から授業改善を進め、自ら考える力等の確かな学力の向上に努めま

す。 

  ○郷土を愛する心や思いやりの心などの徳性に重点を置いた道徳教育や、

自己肯定感を高める指導の充実を図り、豊かな心の育成に努めます。 

  ○体力向上プラン等の計画に基づいた体力向上を図るとともに、健康増進

のための保健指導を充実させ、健やかな体の育成に努めます。 

  ○学校間の連携を図り、ユネスコエコパークに関わる教育活動や特別支援

教育、英語教育などの充実に努めます。 

  ○月夜野地区小学校の統合を推進するとともに、地域に根ざした特色ある

教育の充実に努めます。 

  ○学校、家庭、地域との連携により、通学における児童生徒の安全性の向

上に努めます。 



 

施策２ 生涯学習の推進 

  ○情報発信媒体を活用し、学習の情報等を発信することで、学びの楽しさ

や必要性を啓発し、生涯学習への意欲や感心を高めます。 

  ○多様な学習ニ－ズを的確に捉えた学習機会を提供し、各種団体や自主学

習グル－プの活動支援を推進します。 

  ○施設の整備や機能の充実を図り、町民が生涯にわたって学習活動を行え

る環境整備に努めます。  

  ○関係団体等と連携を図り、人権教育や青少年教育の充実に努めます。 

 

施策３ 生涯スポーツの推進 

○町民の多様なニ－ズにこたえ、身近な地域で気軽な運動に親しむ環境整

備を進めるとともに、生涯スポ－ツに触れる機会を創出し地域に根づい

たスポ－ツの振興を図ります。 

○２０２９年に群馬県で開催される国民スポーツ大会を踏まえ、スポーツ

協会やスポーツ少年団などの組織を支援し、競技スポーツの振興に努め

ます。 

○スポーツ施設の計画的な整備や改修、備品等の更新を進め、生涯スポ－

ツの場の確保と利便性の向上に努めます。 

 

施策４ 文化振興と文化財の保存と活用 

○文化振興を図るため、文化協会を中心に、町民文化活動を積極的に支援

します。 

○伝統芸能が後世に継承されるように、その記録と団体の支援に努めま

す。 

○人々が歴史文化への意識を高められるように、指定文化財の適切な保護

及び未指定文化財の発見・調査、積極的な文化財の活用に努めます。 

 

 

 


